
 
 

令和８年２月10日 

企 画 提 案 書 の 募 集 に つ い て  

次の業務について、プロポーザル方式により契約の相手方を決定いたしますので、企画提案書を募集します。  

業務の内容  令和８年度 「ひきこもり×メタバース」社会参加支援事業委託 

業務の仕様等  

別添資料『令和８年度 「ひきこもり×メタバース」社会参加支援事業委託募集要

項』及び『令和８年度 「ひきこもり×メタバース」社会参加支援事業委託業務仕様

書』のとおり（以下「仕様書等」という。） 

契約期間  契約締結日から令和９年３月31日まで 

業務実施要件  

応募する団体は、次のすべての要件を備えていることが必要となります。 

(1) 仕様書等に示す業務を履行する能力を有すること。 

(2) 共同事業体の場合は、共同事業体の構成員が単独団体又は他の共同事業体の構

成員として、本事業のプロポーザルに重複して参加していないこと。 

提案していただく

内容  
仕様書等のとおり 

審査会開催予定日  令和８年３月下旬（予定） 

その他  

 県では、契約に係る県の予算執行の適正を期すために必要があると認めた場合は、

契約の相手方の当該契約に係る処理の状況について調査を行なうことにしています。 

このため、委託先として決定され契約する場合に取り交わす契約書には、次の条文

を設けています。 
 
（業者調査への協力） 

第○条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要がある

と認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況

に関する調査への協力を要請することができる。 

２ 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるこ

ととし、この契約の終了後も、終了日の属する県の会計年度から６会計年度の間

は、同様とする。 

 

なお、当該契約の相手方の決定の効果は、令和８年度予算発効時において効力を生

ずるものとします。 

※ 選定にあたっては、記載された見積額に当該見積額の10％に相当する金額を加算した金額によるので、

提案書を提出する方は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。 

なお、記載された見積額に当該見積額の10％に相当する金額を加算した金額に円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた後に得られる金額により提案があったものとします。 

上記の業務について企画提案書の提出を希望される場合には、次の担当所属宛てに、令和８年２月17日

（火）正午までに募集要項９（１）に記載の書類を提出してください。選定結果については、令和８年４月

中旬に通知いたします。 

なお、上記の内容に違反する、また要件を満たすことが確認できなかった場合には、企画提案書は無効と

なります。  

 



 
 

（担当所属名） 

神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部 

青少年課 

（問合せ先） 

企画グループ 東 

電話 045(210)3840（直通） ﾌｧｸｼﾐﾘ 045(210) 8841 
 


